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プログラム

開催時間 内容

9:00-9:05 開会あいさつ

9:05-9:30 気候変動・TCFDの基本理解

9:30-9:55 TCFDに関する最新動向

9:55-10:15 TCFD開示のポイント

10:15-10:40 シナリオ分析実施レクチャー

10:40-10:50 休憩

10:50-11:55 TCFD開示事例の紹介・パネルディスカッション
（登壇者：アサヒグループホールディングス株式会社、味の素株式会社）

11:55-12:00 閉会あいさつ・アンケートについて
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地球温暖化による異常気象の増加・激甚化が各地で発生。気候変動は短・長期いずれの
時間軸においても企業経営に重大なリスクを及ぼす要因として認識

企業経営と気候変動リスク

◼ 2011〜2020年の世界平均気温は、工業化以前（1850
〜1900年の平均）と比べ既に約1.1℃上昇。このままいくと、
向こう数十年の間に二酸化炭素及びその他の温室効果ガ
スの排出が大幅に減少しない限り、21世紀中に地球温暖
化は1.5℃及び2℃を超える（IPCC「第6次評価報告書第1作業部会報告書」）

◼ 温暖化により、熱中症リスクの増加、海面上昇、豪雨・台風
や熱波のような異常気象の増加・激甚化などが予想され、サ
プライチェーン寸断、施設へのダメージ、従業員の健康被害な
ど企業活動の存続に影響を及ぼす

気候変動の様子 企業経営上のリスク

短時間強雨の観測回数は
増加傾向が明瞭

日本の年平均気温の変化
（1991-2020年平均との差）

日本の年短時間強雨
発生回数の変化

日本の平均気温は上昇傾向が
明瞭

◼ 世界経済フォーラム（WEF）「グローバルリスクレポート
2023」では、短期・長期双方において最も深刻なリスクを上
位10位まで分析

◼ 世界の経営層は気候変動に関する環境リスクを重要視。
短・長期いずれの時間軸においても環境リスクを挙げており、
長期になるほど深刻な環境リスクが増加すると懸念される

時間軸・深刻度別
短期（2年） 長期（10年）

1 生活破綻（生活苦） 気候変動緩和の失敗

2 異常気象 気候変動適応の失敗

3 地経学的危機 異常気象

4 気候変動緩和の失敗
生物多様性の損失と生態系の
破壊

5 社会的結束の浸食 大規模な非自発的移住

6 大規模な環境破壊 天然資源危機

7 気候変動適応の失敗 社会的結束の浸食

8
サイバー犯罪、サイバーインセキュリ
ティの広がり

サイバー犯罪、サイバーインセキュリ
ティの広がり

9 天然資源危機 地経学的危機

10 大規模な非自発的移住 大規模な環境破壊

出所： World Economic Forum “Global Risks Report 2023” 出所：気象庁 「気候変動監視レポート2021」

気候変動の基本理解 TCFDの基本理解

■：環境リスク



▸ 気候変動に関する政府間パネル (IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change) は、1988年に世界気象機関（WMO）と
国連環境計画（UNEP）により設立され、国連総会がそれを是認

▸ 気候変動問題に関する政策検討のため、人間が引き起こす気候変動に関する科学的、技術的、社会経済学的な研究や情報に関する文
献を世界中から集めて評価。報告書は政策に関わるものであるが、政策を規定するものではない

1988年に設置された気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の最新の評価報告書
（AR6）では、人間活動が温暖化に及ぼす影響については「疑う余地がない」との見解に

IPCCの評価報告書振り返り

出所：環境省 「IPCC 第6次評価報告書の概要 –第1作業部会（自然科学的根拠）（2023年8月暫定版）」

＜IPCC評価報告書における人間活動が及ぼす温暖化への影響についての評価＞

気候変動の基本理解 TCFDの基本理解

地球温暖化
の原因は
人間活動に
よるものとの
評価が年々
確定的に

報告書 公表年 人間活動が及ぼす温暖化への影響についての評価

第1次報告書
First Assessment Report 1990 
(FAR)

1990年
「気温上昇を生じさせるだろう」
人為起源の温室効果ガスは気候変化を生じさせる恐れがある

第2次報告書
Second Assessment Report:
Climate Change 1995 (SAR)

1995年
「影響が全地球の気候に表れている」
識別可能な人為影響が全球の気候に表れている

第3次報告書
Third Assessment Report:
Climate Change 2001 (TAR)

2001年
「可能性が高い」（66%以上）
過去50年に観測された温暖化の大部分は、温室効果ガスの濃度の増加によるものだった可能性
が高い

第4次報告書
Forth Assessment Report:
Climate Change 2007 (AR4)

2007年
「可能性が非常に高い」（90%以上）
温暖化には疑う余地がない。20世紀半ば以降の温暖化のほとんどは、人為起源の温室効果ガス
濃度の増加による可能性が非常に高い

第5次報告書
Fifth Assessment Report:
Climate Change 2013 (AR5)

2013年
「可能性が極めて高い」（95%以上）
温暖化には疑う余地がない。20世紀半ば以降の主な要因は、人間活動の可能性が極めて高い

第6次報告書
Sixth Assessment Report:
Climate Change 2021 (AR6)

2021年 「疑う余地がない」
人間活動の影響が大気、海洋および陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がない



COP21にてパリ協定が採択され、すべての国・地域が温暖化防止に努めることに合意。
COP26にて実施指針（ルールブック）が完成し、1.5℃目標にむけた本格実施の段階へ

パリ協定以降のCOP振り返り

パリ協定採択
196カ国・地域が
温暖化防止に

努めることを共に約束

▸ 世界共通の長期目標としての
2℃目標、努力目標としての
1.5℃目標を設定

▸ 各国が自国の削減目標を設定、
5年毎に提出・更新を要求

▸ 適応の長期目標の設定、適応
計画策定、行動の実施、適応
報告書の提出及び定期更新を
要求

▸ 先進国による資金提供。加えて、
途上国による自主的な資金提
供を奨励

▸ 気温上昇を1.5℃に抑えるさら
なる努力を追求

▸ 23年末までに各国は、気温目
標に整合するよう30年削減目
標の再検討、強化

▸ 石炭火力の段階的削減、化石
燃料補助金の段階的廃止

▸ 2030年までに再エネへ年間
約4兆ドルの投資が必要

▸ 「損失と被害」に対する基金を設
立。特に脆弱な途上国を支援

▸ 公平な移行に関する作業計画
の発足

2015
COP21
(パリ)

2016
COP22

(マラケシュ)

2017
COP23
(ボン)

2018
COP24

(カトヴィツェ)

2021
COP26

(グラスゴー)

2022
COP27

(シャルムエルシェイク)

2019
COP25

(マドリード)

パリ協定ルールブック完成
グラスゴー気候合意
本格実施の段階へ

実施指針（ルールブック）に係る交渉 シャルムエルシェイク
実行計画

▸ 1.5℃目標の追求を決意

▸ 22年末までに各国は、気温目
標と整合するよう30年削減目標
の再検討、強化

▸ 30年までにメタン等の非CO2温
室効果ガスのさらなる削減を検
討するよう奨励

▸ 石炭火力の段階的削減、非効
率的な化石燃料補助金の段階
的廃止

▸ 適応資金を25年までに19年
レベルから倍増

1.5℃目標達成に向け、
途上国を含むすべての
国の削減目標・

行動の強化が必要

（IPCC1.5℃特別報告書等踏まえ）
各国は1.5℃を目指す最大限の

努力をすべき

気候変動の基本理解 TCFDの基本理解

出所： 環境省「国連気候変動枠組条約締約国会議（COP）・京都議定書締約国会合（CMP）・パリ協定締約国会合（CMA）」（23.10.02アクセス）
地球環境戦略機関（IGES）「COP27の結果：総論」

https://www.env.go.jp/earth/copcmpcma.html
https://www.iges.or.jp/sites/default/files/inline-files/Tamura_1.pdf


世界の気温上昇を1.5℃以内に抑えるためには2050年カーボンニュートラル実現が
不可欠であり、そのためには脱炭素化に向けた各産業の抜本的な改革が必要

2050年カーボンニュートラルに向けて

出所： IEA “Net Zero by 2050 -A Roadmap for the Global Energy Sector-”
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気候変動の基本理解 TCFDの基本理解

物理リスクの頻発化・激甚化、低炭素社会への急速な移行等、
気候変動の影響により企業を取り巻く環境が急速に変化



15年末のCOP21以降、GHG排出削減に向けた様々な動きが加速し、2050年CNが
共通ゴールに。これに伴い企業の脱炭素化へのプレッシャーが顕在化する中、TCFD誕生

気候変動の潮流

カーボンニュートラル
が国際的な
合意に

脱炭素に向けた
事業変革の要請

TCFD対応・開示の
実質的な義務化

気候変動の基本理解 TCFDの基本理解

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2017/12

クライメート・
アクション
100+

2017/6

TCFD
最終報告

2015/12

パリ協定
（COP21）

2018/7

日本
気候変動

イニシアティブ

2019/5

日本
TCFD

コンソーシアム

2018/10

IPCC
1.5℃特別報告書

2021

2015/12

低炭素技術
パートナーシップ
イニシアティブ

2021/11

グラスゴー気候合意
（COP26）

気候変動をグローバル
共通問題として規定

気候変動にかかる
情報開示要請

企業名指しでの
気候変動対応要請

コーポレートガバナンス
コード改訂。

TCFD対応にかかる
情報開示要請

温度上昇を2℃→1.5℃にすべきと
提言（≒ 50年ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙ）

1.5℃が共通ゴール
として合意

/11
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米国証券
取引委員会

2022

/6

東証

2022/11

CSRD

2020/7

EU
タクソノミー

投資案件に対して
気候変動対応など
環境目標を設定

企業にサステナビリ
ティに関する情報開
示を求める要件を

決定

2023

2023/4

内閣府令
改訂

有価証券報告書に
サステナビリティ

情報「記載欄」新設

2022/11

シャルムエルシェイク
実行計画

（COP27）

出所：各種公開情報



最終提言

金融界の気候変動への危機感から立ち上がったTCFDは、気候変動に対してレジリエント

な経営の実践と情報開示を企業に要求

TCFDの成り立ち

G20

（気候関連財務情報開示タスクフォース）

金融界での気候変動対応策検討を要請

金融界による気候変動の影響評価に向けた
枠組み検討のためのタスクフォースを設立

各国政府
ESG評価機関・
開示フレームワーク

規制や支援により
TCFDの

普及を後押し

気候変動の
評価・開示基準を

TCFDと整合

（金融安定理事会）

気候変動を巡る金融界と企業の
対話のための共通フレームワーク

気候変動に対して
レジリエントな経営の実践と開示

企業 投資家・金融機関

投融資判断における企業の
気候変動へのレジリエンス評価

気候変動は、金融界に対して
リーマンショック級の不安定化リスクをもたらし得る

✓ 低炭素経済への移行に伴うGHG排出量の
大きい金融資産の再評価によるリスク

✓ 自然災害の激甚化による企業資産の
損壊・サプライチェーンの分断

金融界の危機感

出所：TCFD等各種公開情報

気候変動の基本理解 TCFDの基本理解



TCFD提言では、低炭素経済への移行に関するリスク（移行リスク）と気候変動の物理

的影響に関するリスク（物理リスク）を基に財務影響を評価することを推奨

TCFD提言が例示する気候関連リスク・機会とその財務影響の全体像

出所：環境省「TCFDを活用した経営戦略立案のススメ〜気候関連リスク・機会を織り込むシナリオ分析実践ガイド 2022年度版〜」

気候変動の基本理解 TCFDの基本理解

収入
損益計算書 貸借対照表

資産・負債

資本・調達資金

キャッシュ
フロー計算書

移行リスク

物理的リスク

政策・法規制

技術

市場

評判

急性

慢性

機会

資源の効率性

エネルギー源

製品／サービス

市場

レジリエンス

支出

気候関連リスクと機会が与える財務影響（全体像）

気候関連リスク 気候関連機会

財務上の影響の把握

経営戦略
リスク管理への反映

財務報告書等での開示



TCFDでは、企業経営の中核的要素として4カテゴリ・11項目の開示を推奨。
組織のレジリエンスを示すことを目的に、気候関連シナリオに基づいた分析が必要

TCFDが開示を求める4カテゴリ・11項目

ガバナンス 戦略 リスク管理 指標と目標

項目の
詳細

気候関連のリスクと機会に係
る当該組織のガバナンスを開
示する。

気候関連のリスクと機会がも
たらす当該組織の事業、戦略、
財務計画への現在及び潜在
的な影響を開示する。

気候関連リスクについて、当
該組織がどのように識別、評
価、及び管理しているかについ
て開示する。

気候関連のリスクと機会を評
価及び管理する際に用いる指
標と目標について開示する。

推奨される
開示内容

a) 気候関連のリスクと機会に
ついての、当該組織取締役
会による監視体制を説明する。

a) 当該組織が識別した、短
期・中期・長期の気候関連の
リスクと機会を説明する。

a) 当該組織が気候関連リス
クを識別及び評価するプロセ
スを説明する。

a) 当該組織が、自らの戦略
とリスク管理プロセスに即して、
気候関連のリスクと機会を評
価するために用いる指標を開
示する。

b) 気候関連のリスクと機会を
評価・管理する上での経営の
役割を説明する。

b) 気候関連のリスクと機会が
当該組織のビジネス、戦略及
び財務計画（ファイナンシャル
プランニング）に及ぼす影響を
説明する。

b) 当該組織が気候関連リス
クを管理するプロセスを説明す
る。

b) Scope 1、Scope 2及び、
当該組織に当てはまる場合は
Scope 3の温室効果ガス
（GHG）排出量と関連リス
クについて説明する。

c) 2度以下シナリオを含むさ

まざまな気候関連シナリオ
に基づく検討を踏まえ、組織
の戦略のレジリエンスについ
て説明する。

c) 当該組織が気候関連リス
クを識別・評価及び管理のプ
ロセスが、当該組織の総合的
リスク管理にどのように統合さ
れているかについて説明する。

c) 当該組織が気候関連リス
クと機会を管理するために用
いる目標、及び目標に対する
実績を開示する。

出所：TCFD「最終報告書」

気候変動の基本理解 TCFDの基本理解



TCFDガイドラインでは、ガバナンス整備、リスク重要度評価、シナリオ群定義、事業インパ

クト評価、対応策の定義、文書化と情報開示をシナリオ分析の検討ステップとしている

TCFDガイドラインによるシナリオ分析の実施ステップ

TCFD Supplementより和訳 （各ステップの検討ポイントのみ追記）

ガバナンス整備
1

戦略策定やリスク管理プロセスにシナリオ分析を組み込む。関連する取締役会等の監視を行う。
巻き込むべき内外のステークホルダーと巻き込み方を特定する

2

リスク重要度の評価

3

シナリオ群の定義

4

事業インパクト評価

5

対応策の定義

市場変化・
技術変化

評判

政策と法律
物理的
リスク

組織に関連する
移行リスク・物理的
リスクを包含した
複数のシナリオ

事業インパクト：
• 投入コスト
• 事業コスト
• 収益
• サプライチェーン
• 営業停止
• タイミング

対応策：
• ビジネスモデル変革
• ポートフォリオ変革
• 能力や技術への投資

現在および将来に想定される、
組織が直面する気候変動リスクと

機会は何か？それらは将来に
重要となる可能性があるか？

組織のステークホルダーは
関心を抱いているか？

いかなるシナリオと世界観が
組織にとって適切か？

入力変数と仮定、分析手法を
検討する、いかなるシナリオを

参照すべきか？

それぞれのシナリオが組織の
戦略的・財務的ポジションに

対して与えうる影響を評価する。
感度分析を行う

特定されたリスクと機会を
扱うために、適用可能で

現実的な選択肢を特定する。
戦略的・財務的な計画に

いかなる修正が求められるか？

文書化と情報開示
6 プロセスを文書化する。関連組織とコミュニケーションをとる。主要な入力変数、仮定、

分析手法、結果、とりうる経営上の選択肢について、情報開示する準備を整える

経営層・事業部の
巻き込み！

読み手目線での
情報開示！

!

!

業界・自社目線の
取捨選択！

将来の世界の
鮮明な認識！

数値の精度を
追求しすぎない！

複数シナリオへの
幅広な“構え”！

!!!!

TCFDシナリオ分析ステップと検討のポイント

気候変動の基本理解 TCFDの基本理解

出所：環境省「TCFDを活用した経営戦略立案のススメ〜気候関連リスク・機会を織り込むシナリオ分析実践ガイド 2022年度版〜」



シナリオ分析の目的は、「脱炭素が進行する世界」と「自然災害が激甚化する世界」の両
極端を想定し、現実世界がどちらに進んでも事業を遂行できるレジリエントな体制の構築

TCFDシナリオ分析の目的

時間軸

不確実性が高い

気候変動の未来が
どこに着地するかは

未だ分からない

両極端に備えておくことで、
現実の世界がどの水準に収まろうと

自社の経営が盤石になる
現実の世界

将来の社会 企業に求められる備え

1.5/2℃シナリオ
脱炭素が極端に進行する世界

4℃シナリオ

自然災害が極端に激甚化する世界

気温
上昇幅

高

低

脱炭素
トレンド

低

高

気候変動の基本理解 TCFDの基本理解



TCFDに関する最新動向

気候関連財務情報開示を企業の経営戦略に活かすための勉強会

第１回 TCFD の概況

2023年10月6日



TCFD開示が一般化する中、各国・地域にて気候関連開示制度が成立し、加えてグローバルに
は自然関連財務情報開示が誕生。気候変動を巡る情報開示の更なる拡充が求められる。

TCFDに関連する企業開示の拡充方向性

気候関連財
務情報開示
タスクフォース
（TCFD）

気候関連
開示制度

全般

～2020 2021 2022 2023 2024 2025～

シナリオ分析
「リスクと機会」の抽出に留まらず、シナリ
オ分析を通じて「戦略のレジリエンス」に
関する説明を強化

移行計画
脱炭素経営へ移行するための対応策を
経営戦略・計画に織り込み、実効性を
担保

義務化対応
開示情報の拡充・詳細化に加え、第三
者保証により信頼性・透明性を確保

自然関連財
務情報開示
タスクフォース
（TNFD）

TCFD
最終報告
（2017.6）

TCFD
移行計画等の
ガイダンス更新

（2021.10）

内閣府令改訂
（2023.4）

TNFD
最終報告
（2023.9）

TNFD
設立

（2020.9）

自然資本・生物多様性
TCFD開示のフレームワークを活かしなが
ら、企業活動が自然資本・生物多様性
に及ぼす影響と依存関係を開示

CGコード改訂
（2021.6）

SEC
（規則発表時期の延期により

適用時期は現時点で不明）

ISSB S1/S2適用開始
CSRD 適用開始

（2024.1）

*企業の規模で適用時期は異なるが、「従業員500人以上の上場企業等」は2024年1月から適用開始

企業開示の拡充方向性



開示企業は継続的に増加しているが開示項目の数に課題。「戦略」の「a)リスクと機会」は
高割合で開示されている一方、シナリオ分析が必要な「c)戦略のレジリエンス」は低水準

TCFD対応状況 ＞ グローバル ＞ TCFD Status Report (2022)

TCFDステータスレポート
（2022年10月）

TCFDタスクフォースが指摘する現状と課題

開示組織は大幅に増加しているが、更なる進展が必要
➢ 1つ以上の推奨項目を開示した企業は80％以上に増加。
➢ 一方、 5つ以上の推奨項目を開示した企業は約40%、11項目すべて開示した企業は4%

と低く、より急速な進展が求められる

事業規模別開示状況

業界別開示状況

[レポートのスコープとアプローチ]
➢ 69カ国8業界から1,651社を対象に、過去3年間の統合報告書やサス

テナビリティレポートにおける開示内容について評価
➢ AIを用いて、11の推奨項目に関する情報の開示状況を調査（あくまで

報告の質ではなく、開示内容とTCFD要求との整合性を評価）

c) 気候関連の目標

b) GHG排出量

a) 気候関連の指標

b) 管理プロセス

c) 統合と管理

リスク
管理

指標・
目標

a) 取締役会の監督ガバ
ナンス

戦略

リスク
管理

指標・
目標

「戦略」の「a)リスクと機会」は他の項目に比べ高い割合で開示
➢ 「戦略」の「a）リスクと機会」は最も開示されている項目であり、レビューを受けた企業の60%

以上が開示している

「戦略」の「c)戦略のレジリエンス」は最低水準だが、増加傾向にある
➢ 「戦略」の「c）戦略のレジリエンス」は、開示推奨11項目の中で最低水準
➢ 19年時点の開示率6%から、21年には16%まで増加している

b) 経営層の役割

a) リスクと機会

b) 組織への影響

c) 戦略のレジリエンス

a) 評価プロセス

b) 管理プロセス

c) 統合と管理

a) 気候関連の指標

b) GHG排出量

c) 気候関連の目標

4つの業界で、推奨項目の平均開示率が40%を超えている
➢ エネルギー業界（43％）、素材・建設業界（42%）、銀行業界（41%）、保険業界

（41％）で推奨11項目全体の平均開示率が40%を超えている

1

2

3

過去3年間で、すべての地域において平均開示率が急増
➢ 欧州企業の‘21年度の平均開示率は60%で、’19年度から 23%増加
➢ アジア・太平洋の平均開示率は36%（’19年度比11％増）、北米は29%（ ’19年度比

12%増）

3

a) 取締役会の監督

b) 経営層の役割

a) リスクと機会

b) 組織への影響

c) 戦略のレジリエンス

a) 評価プロセス

ガバ
ナンス

戦略

1

2

出所：TCFD “2022 Status Report”

シナリオ分析 移行計画 義務化対応 自然資本・生物多様性



日本国内の企業にスコープを絞ったJPXによる調査でもグローバルと同様に「③リスクと機
会」開示が最も多く、「⑤シナリオに基づく戦略のレジリエンスの説明」の拡充が課題

TCFD対応状況 ＞ 日本国内 ＞ JPX「TCFD提言に沿った情報開示の実態調査 2022」

出所：株式会社日本取引所グループ 「TCFD提言に沿った情報開示の実態調査（2022年度）」

調査概要
• 日本企業のTCFD提言に沿った情報開示の実態把握及び開示に取り組むうえで参考となる情報を提供することを目的に、日本取引所

グループ（JPX）が「TCFD提言に沿った情報開示の実態調査」を実施。JPX日経インデックス400構成銘柄*1を対象に実施。

調査結果概要
*1：合計時価総額は東京証券取引所全上場会社の合計時価総額に占める割合は76％

シナリオ分析 移行計画 義務化対応 自然資本・生物多様性



TCFDは2021年に「指標、目標、及び移行計画に関するガイダンス」を公開。全社戦略と
の整合や利用者の目線に立った開示が効果的な「移行計画」の要件としている

指標と目標・移行計画に関するガイダンスの概要

2021年10月公開

指標と目標・移行計画
に関するガイダンス

A. 概要と背景

B. スコープとアプローチ

C. 気候関連指標

D.気候関連目標

E.移行計画

1.効果的な移行計画の特徴

2.移行計画の検討事項

3.移行計画に関する情報の
開示

F. 財務インパクト

目次

組織の移行計画には広範な情報が含まれているため、その全てを財務報告書やその他報告書に含めるのは必ずしも
適切ではない。推奨される移行の開示情報を以下に提示

‣ 現在のGHG排出実績

‣ 低炭素への移行による、事業、戦略、財務計画への影響

‣ 温室効果ガス排出削減目標、事業や戦略の計画的な変更など、移行を支援するための行動
や活動

推奨される「移行計画」の開示情報

①戦略との整合

全社的な事業戦略、及び気候変動リスク・機会に係る活動
と整合している

低炭素経済への移行に係る目標を考慮し、その達成を支援
するために設計されている。また、低炭素経済への科学的根
拠に基づいた、より広範な経済またはセクター全体の経路と整
合している

②定量的な目標への依拠
⑥信頼性

利用者が信頼性を評価できる十分な情報（例：組織の能
力、技術、財務計画等）が記載されている。また、脱炭素化
が困難なセクターのGHG排出量削減に関する課題など、移
行計画における重要な制限、制約、不確実性が記述されて
いる

⑤定期的なレビューと更新

全社的な戦略立案プロセスとの継続的な関連性と有効性
確保のため、気候関連目標のレビュープロセスに沿って定期
的に見直される(5年毎)

⑦ステークホルダーへの年次報告

当初の移行計画とその重要な更新が、公的に公開、または
利害関係者に報告され、計画と実績の比較を含む進捗状
況が毎年報告されるもの

計画を監督するための取締役会及び上級管理職の役割を
含め、組織内の承認プロセス及び監督・説明責任が記述さ
れている

③ガバナンスプロセスの対象

計画を効果的に実行するために組織が行う具体的な取組や
行動を、定期的なマイルストーンを含めて明確にされている
（例：新技術への投資でどのようにGHG削減を削減するのか等）

④実行可能、且つ具体的

効果的な「移行計画」の要件

出所：TCFD “Guidance on Metrics, Targets, and Transition Plans”

シナリオ分析 移行計画 義務化対応 自然資本・生物多様性



Nestleの移行計画はTCFDガイダンスに事例として記載されており、中間目標、期間ごとの方
針、取組のマイルストーンを含むロードマップを提示することによりネットゼロの実現性を訴求

移行計画の開示事例 ＞ Nestle

出所：TCFD “Guidance on Metrics, Targets, and Transition Plans” p.43

シナリオ分析 移行計画 義務化対応 自然資本・生物多様性



グローバルではISSB、欧州ではCSRD、米国ではSECによる気候変動開示基準が次々と発
行・検討されており、2023年/24年が気候変動情報開示のターニングポイントとなる可能性

気候変動情報開示義務化のスケジュール

対象 2021 2022 2023 2024 2025 2026～

ISSB
ー

日本

上場企業等

EU

従業員500人以
上の上場企業等

上記以外の
大企業

上場中小企業

EU域外企業

米国

大規模早期提出
会社

早期提出会社
非早期提出会社

小規模報告会社

’24年1月〜

IFRS S1, S2
適用

’23年4月

有報にサステナビリティ
情報「記載欄」新設

‘24年3月

サステナビリティ
開示基準公開草案

公表

‘25年3月

サステナビリティ
開示確定基準

公表

’23年6月

IFRS S1, S2
最終案公表

*1 S1：サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項 *2 S2：気候関連情報の開示に関する要求事項 *3 サステナビリティ報告基準
*4 一般原則及びトピック別開示基準 *5 セクター別、中小企業、EU域外企業の要求事項を含む詳細基準

22年3月

IFRS S1*1, S2*2

公開草案公表

’22年11月

CSRD承認

’23年7月

ESRS*3

第1弾*4

採択
’24年6月

ESRS
第2弾*5

採択予定

’24年1月〜

CSRD適用

’25年1月〜

CSRD適用

’26年1月〜

CSRD適用

’28年1月〜

CSRD適用

’22年3月

SEC気候変動
開示規則案

発表

ー凡例ー 開示基準等の公表 開示基準等の適用

’23年10月

SEC気候変動
開示規則
発表予定

※規則発表時期の延期により、
適用時期は現時点で不明

’25年4月〜

早期適用

’21年6月

コーポレートガバナンス
コード改訂

22年11月

ISSB設立/
基準原案公表

出所：各種公開情報

シナリオ分析 移行計画 義務化対応 自然資本・生物多様性



IFRS傘下の ISSBが開示基準の最終草案を23年6月公開。気候関連開示では、
シナリオ分析の前提/実施方法の詳細、スコープ3排出量等、より高度で詳細な開示を要求

気候変動情報開示義務化 ＞ グローバル ＞ ISSB

S1 サステナビリティ関連財務情報開示の一般要求事項

企業価値の評価上重要な気候関連リスク・機
会の開示を要求

• TCFD提言に基づき、4つのコアコンピタンス（ガバナン
ス、戦略、リスク管理、指標と目標）に従った気候関
連開示を要求

• シナリオ分析の前提/実施方法の詳細、スコープ3排
出量の開示、カーボンオフセットの詳細な使用状況
など、TCFDに比して、より高度で詳細な情報開示を
要求

• 産業別開示要求として、11の産業、68業種に対す
る開示項目を設定し、同事項に沿った開示の検討を
要求

企業価値の評価上重要な全てのサステナビリ
ティ関連リスク・機会の開示を要求

• TCFD提言に基づき、4つのコアコンピタンス（ガバナ
ンス、戦略、リスク管理、指標と目標）に従ったサス
テナビリティ開示を要求

• 気候関連 (S2) 以外の重要性のあるサステナビリ
ティ関連リスクに関しても開示を要求

• 財務諸表と同一の報告書内で同時に開示すること
を求めており、財務諸表とサステナビリティ情報との一
貫性やつながりも要求

• 最低1期の比較年度の開示を要求

S2 気候関連開示

基準の概要

▸ IFRS財団は企業のサステナビリティ開示の一貫性、比較可能性の向上に寄与する国際基準（グローバルベースライン）を策定する
ことを目的とし、2021年11月に国際サステナビリティ基準審議会（ISSB）を設立

▸2023年6月、 ISSBはIFRSサステナビリティ開示基準の最終草案（S1：サステナビリティ関連財務情報開示の一般要求事項、
S2：気候関連開示）を公開

適用スケジュール

• S1,S2両基準は、2024年1月より適用が開始され、IFRS財団は各国の規制当局に対しその適用を推奨。推奨に従い、各国規制

当局が両基準をベースラインとしたサステナビリティ開示規則を構築することが想定され、企業は属する国・地域の規則に沿った開示が

要求される

出所：IFRS “IFRS S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information” “IFRS S2 Climate-related Disclosures”

シナリオ分析 移行計画 義務化対応 自然資本・生物多様性



欧州では、サステナビリティ情報開示を義務付けるCSRDが採択。ダブルマテリアリティ原則
に沿った情報開示を要求するとともに、第三者保証義務も導入

気候変動情報開示義務化 ＞ グローバル ＞ CSRD

基準の概要

▸欧州委員会は、企業のサステナビリティ情報開示に関する新たな指令として、Corporate Sustainability Reporting Directive
（CSRD）の最終条文を2022年12月16日に公表

▸NFRDにおける課題を更新・強化し、サステナビリティ情報の充分性、信頼性、比較可能性やアクセスの容易性を向上し、報告書の
利用に対してより有用な情報提供をすることを目的として提案された

▸CSRD は、欧州財務報告諮問グループ（EFRAG）が作成した欧州サステナビリティ報告基準（ESRS）を使用して報告することを
企業に要求する。23年7月31日にESRS第一弾（一般原則（2種）、トピック別基準（10種））が最終化された

適用スケジュール

• CSRDに基づいたサステナビリティ情報の報告義務が課されるスケジュールは企業の規模等で分かれており、従業員500人以上の上

場企業等で2024年1月から、上記以外の大企業で2025年1月から、上場中小企業では2026年1月から順次適用される

ESRS E1 気候変動開示欧州サステナビリティ報告基準 (ESRS) 第一弾

一般原則

ト
ピ
ッ
ク
別

環境

社会

ガバナンス

一般要求 一般開示

気候変動 汚染 水・海洋資源
生物多様性と生態系 資源利用と循環経済

自社の従業員 バリューチェーンの労働者

影響を受けるコミュニティ 消費者とエンドユーザー

ビジネス慣行

一般原則及びトピック別基準の計12の基準により構成。ダブルマテリア
リティ原則に従った開示の要求及び、第三者保証義務を導入

＜ESRS E1 開示項目＞

E1-1 気候変動緩和に係る移行計画

E1-2 気候変動緩和及び適応にかかる政策

E1-3 気候変動政策に関連した行動・リソース

E1-4 気候変動緩和及び適応に関する目標

E1-5 エネルギー消費量及びエネルギーミックス

E1-6 Scope1,2,3及び合計GHG排出量

E1-7 カーボンクレジットを活用したGHG除去及びGHG削減

E1-8 インターナルカーボンプライシング

E1-9 重大な物理リスクと移行リスク及び機会による潜在的財
務影響

• ダブルマテリアリティ原則に従い、企業が影響を受けるサステナビリティ関連リス
ク（気候変動関連を含む）、および企業活動による社会及び環境へのイン
パクトを考慮した開示を要求

• 独立した第三者による保証義務を導入

9つの開示項目で構成。移行計画やScope3を含む
GHG排出量等の開示を要求

出所：European Commission “Corporate sustainability reporting”, EFRAG “ESRS E1 Climate Change” 等

シナリオ分析 移行計画 義務化対応 自然資本・生物多様性

https://finance.ec.europa.eu/capital-markets-union-and-financial-markets/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en


米国証券取引委員会（SEC）は、気候関連情報開示の改善、標準化のため規則改正
を提案。重要な場合にはスコープ3の開示を要求するとともに、第三者保証義務も導入

気候変動情報開示義務化 ＞ グローバル ＞ SEC

出所： SEC “FACT SHEET: Enhancement and Standardization of Climate-Related Disclosures” 等

開示要件の概要

• 気候関連のリスクおよび登録者の事業、戦略、および見通しに対する実際のまたは予想される重大な影響

• 登録企業の気候関連リスクのガバナンスおよび関連するリスク管理プロセス

• 気候関連の目標と目標に関する情報、および移行計画 (ある場合) 

• 直接的なGHG排出量 (スコープ1) 、購入電力およびその他の形態のエネルギーからの間接的な排出量 (スコー

プ2) を開示。重要な場合もしくは目標が設定されている場合は、スコープ3の開示も要求

• 特定の気候関連財務指標を監査済み財務諸表の注記において開示

• 事業者及び排出量によって、第三者保証が求められる

基準の概要

▸米国証券取引委員会（SEC）は2022年3月21日、気候変動開示案を公表。公開草案では、非財務情報・財務情報それぞれ
について開示事項を制定しており、非財務情報開示は、気候関連財務情報開示タスクフォース（以下、「TCFD」）やGHGプロトコル
をベースに作成

▸当規則提案では、1933年証券法および1934年証券取引法に基づく規則が改正され、国内または外国の事業者 (Registrants) 
に対して、登録届出書および定期報告書に特定の気候関連の開示を含めることを要求

適用スケジュール

▸Scope3開示の義務化等を巡る調整が難航し、当初22年末に予定されていた当規則の公開が、23年10月まで延期となっており、

適用時期については現状公表されていない（※当初の予定では、SEC登録企業の分類に応じて段階的に導入するとしており、大規模早期提出会

社では2023事業年度、早期提出会社・非早期提出会社では2024事業年度、小規模報告会社では2025年事業年度より適用開始予定であった）

事業への影響

ガバナンス

気候関連目標

GHG排出の指標

財務的情報開示

保証の要件

シナリオ分析 移行計画 義務化対応 自然資本・生物多様性



第１ 企業の概況（略）

▸ 従業員の状況 等

第２ 事業の状況

▸ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等

▸ サステナビリティに関する考え方及び取組

▸ 事業等のリスク

▸ 経営者により財政状態、経営成績及び
キャッシュ風呂状況の分析等

第3 設備の状況

第4 提出会社の状況

▸ コーポレートガバナンスの状況等

▸ 役員の状況

▸ 監査の状況 等

第5 経理の状況

・・・

出所：金融庁 「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案の公表について（2023.10.03アクセス）

金融庁は有価証券報告書にサステナビリティ情報の記載欄を新設し、サステナビリティやコーポ
レートガバナンス及び気候変動対応に関する開示を要求する改正案を22年11月に公表

気候変動情報開示義務化 ＞ 日本 ＞ 企業内容等の開示に関する内閣府令

改正後の有価証券報告書目次（主項目）

▸ 既存項目に加え、「女性管理職比率」「男性の育児休業取得率」「男女間賃金格差」
を記載

（１）サステナビリティ全般に関する開示
▸ 「ガバナンス」と「リスク管理」は記載必須事項

▸ 「戦略」と「指標及び目標」は重要性に応じて記載

（２）人的資本、多様性に関する開示
▸ 人材育成の方針や社内環境整備の方針及び当該方針に関する指標の内容

等について、必須事項として、「戦略」と「指標及び目標」において記載

（３）サステナビリティ情報の開示における考え方及び望ましい開示に向けた取組み
▸ 「戦略」と「指標及び目標」について、各企業が重要性を判断した上で記載しな

いこととした場合でも、当該判断やその根拠の開示が期待されること

▸ 気候変動対応が重要である場合、「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標及
び目標」の枠で開示すべきであり、GHG排出量について、各企業の業態や経営
環境等を踏まえた重要性の判断を前提としつつ、Scope1,2のGHG排出量につ
いては、積極的な開示を期待

▸ 既存項目に加え、「取締役会、指名委員会及び報酬委員会等の活動状況（開催頻
度、具体的な検討内容、出席状況）」を記載

▸ 既存項目に加え、「内部監査の実効性を確保するための取組（デュアルレポーティン
グを含む）」を記載

追加記載事項

シナリオ分析 移行計画 義務化対応 自然資本・生物多様性

https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20221107/20221107.html#besshi


企業と自然との関わりを開示するフレームワークとして、TCFDの自然版ともいえるTNFDが
2021年に設立。グローバルでTNFDに沿った情報開示が加速するものと推測

Taskforce on Nature-related Financial Disclosures（TNFD）：自然関連財務情報開示タスクフォースの概要

TNFDの構成

出所：TNFD “The TNFD Nature-related Risk and Opportunity Management and Disclosure Framework Final Draft – Beta v0.4”

• 企業と自然との関わりを開示するフレームワークとして、TCFDの自然版ともいえるTNFDが2021年に設立。2023年9月にv1.0版
が発行された

• TCFDのフレームワークを参考に作成され、4つの柱（TCFDと同様）と14の開示推奨案が示されている

• 財務報告書へのサステナビリティ関連情報の統合に対応するもので、企業が取締役会や経営レベルでの戦略やリスク管理に利用
できる質の高い情報を提供し、最終的に資本配分や資産評価に関する意志決定を向上させることが目的

シナリオ分析 移行計画 義務化対応 自然資本・生物多様性



自然資本に負の影響を及ぼすトレードオフ関係のもの、自然資本にも正の影響をもたらす
コベネフィット関係のものがあるという点を考慮した気候変動対策の検討が必要

気候変動と自然資本・生物多様性の相互依存関係

トレードオフ コベネフィット

樹木やバイオエネルギー
作物の大規模単一栽培

耕作種・樹木種の多様化
による持続的な農業・林業

GHGの
排出量削減

（化石燃料からバイオエネルギーへ
の転換によるGHG排出量削減）

気候変動

生物多様性の
損失

（単一樹木・作物栽培により
生息可能な生物種が限定）

自然資本・生物多様性

正の影響 負の影響

GHGの
放出緩和

（耕作地や放牧地の管理向上によ
りGHG放出が緩和）

気候変動

生物多様性の
回復

（樹木・作物栽培の多様化により
生息可能な生物種の回復）

自然資本・生物多様性

正の影響 正の影響

トレードオフ関係、コベネフィット関係を考慮した気候変動対策の検討が必要

出所：地球環境戦略研究機関（IGES）「生物多様性と気候変動 IPBES-IPCC合同ワークショップ報告書：IGESによる翻訳と解説」、
地球環境研究センター研究推進係「生物多様性×気候変動 −同時解決に向けた科学のいま−」

シナリオ分析 移行計画 義務化対応 自然資本・生物多様性

https://www.iges.or.jp/jp/pub/ipbes-ipcc-ws/ja


TCFD開示のポイント

気候関連財務情報開示を企業の経営戦略に活かすための勉強会

第１回 TCFD の概況

2023年10月6日



TCFD「最終報告書」「改訂版付録文書」、及びIFRS S2号やSECの気候情報開示規則
案をもとに、気候変動関連情報開示のチェックリストを作成

気候変動関連情報開示のチェックリスト

出所：TCFD「最終報告書」及び「改訂版付録文書」、IFRS 「IFRS S2号 気候関連開示」、SEC 「気候関連情報開示規則案」 等

気候変動関連情報開示チェックリスト

TCFDによる「最終報告書」や「改訂版付録文書」、及びISSBや
SECによる気候変動に関する開示案に基づき、開示が求められて
いるポイントを「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」ごと
に整理

改訂版付録文書
（2021年10月）

最終報告書
（2017年6月）

【TCFD】

【ISSB】

IFRS S2号
気候関連開示

（2023年6月）

気候情報開示規則
（2022年3月）

【SEC】



取締役会や経営陣それぞれにおける、気候変動関連の報告を受けるプロセスや体制、責任
の所在を明確にすることが要諦

開示チェックリスト ＞ ガバナンス

ガバナンス 戦略 リスク管理 指標と目標

開示のポイント

a)取締役会による
監督

• 取締役会が戦略、主要な行動計画、事業計画、目標の設定の見直しや指示にあたり、気候変動に
関するリスク・機会を考慮しているか

• 取締役会がリスクマネジメント方針に関する見直しや指示にあたり、気候変動に関するリスク・機会を考
慮しているか

• 取締役会が年度予算、主要な資本的支出や買収、資産売却に関する見直しや指示にあたり、気候
変動に関するリスク・機会を考慮しているか

• 取締役会が気候変動に関するリスク・機会について報告を受けるプロセスを説明しているか

• 取締役会が気候変動に関するリスク・機会について報告を受ける頻度を説明しているか

• 取締役会が、気候変動に関するリスク・機会に対処するためのゴールと目標に対する進捗状況の監督
方法を説明しているか

• 取締役会の構成員が気候変動に関するリスク・機会に係る専門知識を有しているか。また、社内外の
どのようなリソースを活用して専門知識を補っているか。

b)経営層の役割

• 気候変動に関する責任を経営層、または委員会に付与しているか

• 上記責任には、気候変動に関するリスク・機会の評価やマネジメントが含まれているか

• 気候変動に関する責任を有している経営層・委員会は、気候変動に関するリスク・機会の評価やマネ
ジメントに係る情報を取締役会、またはその委員会に報告しているか

• 経営層が、気候変動に関する情報について報告を受けるプロセスが説明されているか

• 気候変動に関するリスク・機会の評価やマネジメントを実施する組織構造が説明されているか

a-1

a-2

a-3

b-1

b-2

b-3

b-4

出所：TCFD「最終報告書」及び「改訂版付録文書」、IFRS 「IFRS S2号 気候関連開示」、SEC 「気候関連情報開示規則案」 等

b-5

a-6

a-4

a-7

a-5

★：次頁で事例紹介



セブン＆アイHDでは、気候変動に関するリスク・機会のレポートライン・管理体制を、体制
図・表を活用しながら表現

開示チェックリスト ＞ ガバナンス ＞ 企業事例（株式会社セブン&アンドアイHD）

出所：株式会社セブン＆アイ・ホールディングス「TCFD提言に基づく対応」

経営層が、気候変動に関する情報
について報告を受けるプロセスが説
明されているか

ｂ-4

取締役会が気候変動に関するリス
ク・機会について報告を受ける頻度
を説明しているか

a-5

気候変動に関する責任を経営層、
または委員会に付与しているか

b-1

気候変動に関するリスク・機会の評
価やマネジメントを実施する組織構
造が説明されているか

ｂ-5

取締役会が気候変動に関するリス
ク・機会について報告を受けるプロ
セスを説明しているか

a-4

ガバナンス 戦略 リスク管理 指標と目標



複数の将来シナリオ下における気候変動リスク・機会の把握とそれらが自社事業や戦略、
財務計画に与える影響を分析し、経営のレジリエンスを示すことが要諦

開示チェックリスト ＞ 戦略

ガバナンス 戦略 リスク管理 指標と目標

出所： TCFD「最終報告書」及び「改訂版付録文書」、IFRS 「IFRS S2号 気候関連開示」、SEC 「気候関連情報開示規則案」 等

TCFD項目 開示のポイント

リスク重要度の
評価

• リスク・機会が顕在化する時間軸（短期・中期・長期）の定義に係る記述があるか

• 財務的な影響を与える可能性のあるリスク・機会ごとに重要度が記述されているか

• 財務的な影響を与える可能性のあるリスク・機会ごとに顕在化する時間軸（短期・中期・長期）が記述されているか

• リスク・機会の特定、及び重要度を判断する際のプロセス/基準の記述があるか

• 特定したリスクを、移行リスクと物理リスクに分類し、説明しているか

• 重要なリスク・機会が、バリュー・チェーンに与える、現在及び将来予想される影響についての記述があるか

シナリオ群の定義

• 1.5℃シナリオを含む複数シナリオを設定しているか

• 使用したシナリオに関する説明（シナリオの情報源/シナリオ毎の世界観等）があるか

• シナリオ分析の対象とする事業/地理的範囲/時間軸の説明があるか*

事業インパクトの
評価

• 特定されたリスク・機会が自らの財務パフォーマンス（収益・費用）に与える影響を定量的に説明しているか

• 特定されたリスク・機会が自らの財務ポジション（資産・負債）に与える影響を定量的に説明しているか

• 財務影響が対応策を講じない場合/講じた場合それぞれのケースに分けて説明されているか

対応策・移行計画
の定義

• 脱炭素に向けた緩和策が示されているか

• 気候変動に対する適応策が説明されているか

• 機会の獲得を目的とした対応策の説明がされているか

• 自社の脱炭素戦略（カーボンニュートラルなど）に整合の取れた移行計画を説明しているか

• セクター別に目標が開示されている場合に、セクター別に自社の脱炭素戦略を説明しているか**

• 移行計画の目標達成に向けた不確実性や課題が説明されているか

• 移行計画の目標達成に向けた財務計画が説明されているか

• 移行計画を定期的に更新しているか***

a-1

a-2

a-3

a-4

c-1

c-2

c-3

b-1

b-2

b-3

a-5

a-6

d-1

d-2

d-3

d-4

d-5

d-6

d-7

d-8

*多事業を取り扱う会社のみ適用する

***作成直後は見直しは不要の為、数年は除外とする

**セクター別に目標が開示されてい
場合に本項目は満たさないとする

★：次頁で事例紹介



TCFD提言に沿った「移行」「物理」のカテゴライズに従い、想定したシナリオ下で発生する
リスク・機会の様相を簡潔に説明

開示チェックリスト ＞ 戦略（リスク重要度の評価） ＞ 企業事例（株式会社セブン&アンドアイHD）

特定したリスクを、移行リスクと物理
リスクに分類し、説明しているか

a-5

重要なリスク・機会が、バリュー・チェー
ンに与える、現在及び将来予想され
る影響についての記述があるか

a-6

出所：株式会社セブン＆アイ・ホールディングス「経営レポート2023」

ガバナンス 戦略 リスク管理 指標と目標



採用したシナリオの概要（情報源等）に加え、国際的なコンセンサスである1.5℃シナリオ
への言及、分析の対象事業・時間軸まで網羅的に開示

開示チェックリスト ＞ 戦略（シナリオ群の定義） ＞ 企業事例（株式会社セブン&アンドアイHD）

b-1

b-2

b-3

1.5℃シナリオを含む複数シナ
リオを設定しているか

b-1

使用したシナリオに関する説
明（シナリオの情報源/シナリ
オ毎の世界観等）があるか

b-2

b-3

出所：株式会社セブン＆アイ・ホールディングス「TCFD提言に基づく対応」

シナリオ分析の対象とする事
業/地理的範囲/時間軸の説
明があるか

ガバナンス 戦略 リスク管理 指標と目標



「炭素税の課税」「自然災害による被害」「原材料原価の上昇」の3項目を対象に、パラ
メータや算定の根拠とあわせて財務インパクトの試算結果を開示

開示チェックリスト ＞ 戦略（事業インパクトの評価） ＞ 企業事例（株式会社セブン&アンドアイHD）

特定されたリスク・機会が自ら
の財務パフォーマンス（収益・
費用）に与える影響を定量
的に説明しているか

c-1

出所：株式会社セブン＆アイ・ホールディングス「経営レポート2023」

ガバナンス 戦略 リスク管理 指標と目標



脱炭素シナリオにおける機会獲得に向けた対策に加え、自社CN計画との整合を念頭においた
移行計画の初期案を策定・開示

開示チェックリスト ＞ 戦略（対応策・移行計画の定義） ＞ 企業事例（株式会社セブン&アンドアイHD）

機会の獲得を目的とした対応
策の説明がされているか

d-3

自社の脱炭素戦略（カーボン
ニュートラルなど）に整合の取れ
た移行計画を説明しているか

d-4

移行計画を定期的に更新してい
るか

d-8

出所：株式会社セブン＆アイ・ホールディングス「TCFD提言に基づく対応」

ガバナンス 戦略 リスク管理 指標と目標



気候関連リスクの特定・評価、及び管理するプロセスの確立やERMへの統合が要諦
開示チェックリスト ＞ リスク管理

ガバナンス 戦略 リスク管理 指標と目標

開示のポイント

a)リスク特定・評価
のプロセス

• 現行および新規の規制（例：排出制限）などの外部要因を考慮して気候変動リスクを特定している
か

• 気候変動リスク特定の際に、リスク分類枠組や用語の定義（社内用語や専門用語等）を説明して
いるか

• 気候変動に関するリスクを特定し、特定した気候変動に関するリスクの潜在的な規模と範囲を評価す
るプロセスを説明しているか

• 気候変動に関するリスクについて、その他のリスクに対する相対的な重要性を評価しているか

• 気候変動に関するリスクを特定・評価する組織が説明されているか

b)リスク管理の
プロセス

• 気候変動に関するリスクに優先順位を付けるプロセスを説明しているか

• 気候関連のリスクを軽減、移転、受入、または制御する意思決定をどのように行うかなど、気候変動に
関するリスクをマネジメントするプロセスを説明しているか

• 気候変動に関するリスクの管理を行う組織が説明されているか

c) 全社的なリスク
管理への統合

• 特定された気候変動に関するリスクが、組織の全体的なリスク管理に統合されているか

a-1

a-2

c-1

b-1

b-2

b-3

a-３

a-４

出所： TCFD「最終報告書」及び「改訂版付録文書」、IFRS 「IFRS S2号 気候関連開示」、SEC 「気候関連情報開示規則案」 等

a-5

★：次頁で事例紹介



リスク特定・評価、及び管理プロセスについて、体制図を活用しながら表現
開示チェックリスト ＞ リスク管理 ＞ 企業事例（株式会社セブン&アンドアイHD）

気候変動に関するリスクを特定・
評価する組織が説明されているか

a-5

気候関連のリスクを軽減、移転、
受入、または制御する意思決定
をどのように行うかなど、気候変
動に関するリスクをマネジメントす
るプロセスを説明しているか

b-2

気候変動に関するリスクの管理
を行う組織が説明されているか

b-3

出所：株式会社セブン＆アイ・ホールディングス「TCFD提言に基づく対応」

気候変動に関するリスクを特定し、
特定した気候変動に関するリスク
の潜在的な規模と範囲を評価す
るプロセスを説明しているか

a-3

ガバナンス 戦略 リスク管理 指標と目標



自社事業形態に鑑みた指標に加え、気候変動の影響範囲・規模感や気候変動への取組
姿勢（ICP・報酬連動）等、比較可能性を意識した開示をしていくことが肝要

開示チェックリスト ＞ 指標と目標（1/2）

ガバナンス 戦略 リスク管理 指標と目標

開示のポイント

a) リスク・機会の
評価指標

• 移行リスクの影響を受けやすい資産又は事業活動の金額または割合を開示しているか

• 物理リスクの影響を受けやすい資産又は事業活動の金額または割合を開示しているか

• 気候関連の機会と整合した資産又は事業活動の金額または割合を開示しているか

• 気候関連のリスク及び機会の設備投資・研究開発費のファイナンス又は投資の金額を開示しているか

• インターナル・カーボンプライシングの価格を開示しているか

• インターナル・カーボンプライシングは企業の意思決定にどのように用いるか

• 気候変動対策と結びついている役員報酬の割合を開示しているか

• 各種指標の算出方法やデータ源、設定した仮定について説明がされているか

• 各種指標について、経年で説明がされているか

b)Scope1-3排出量
と関連リスク

• スコープ1およびスコープ2のGHG排出量と関連するリスクが説明されているか

• スコープ3のGHG排出量と関連するリスクが説明されているか

• スコープ3のGHG排出量がカテゴリー別に開示されているか、開示されていないカテゴリーがある場合に
除外された理由の記載があるか

• GHG排出量に関して、算出方法を説明しているか

• GHG排出量に関して、経年で説明がされているか

• スコープ1および2について、①連結会計グループ（親会社及びその子会社）②関連会社、共同支配
企業、非連結子会社等、の排出量をそれぞれ別個に開示しているか

• 一般的に普及している産業別GHG効率比（排出強度、原単位）を提供しているか*

a-1

a-2

b-1

b-2

b-3

a-3

a-4

a-5

a-6

a-7

b-4

出所： TCFD「最終報告書」及び「改訂版付録文書」、IFRS 「IFRS S2号 気候関連開示」、SEC 「気候関連情報開示規則案」 等

a-9

a-8

b-5

b-6

b-7
*炭素集約型の会
社のみ適用する

★：次頁で事例紹介



GHG排出量を筆頭に、気候変動に係るリスクを緩和し、機会を獲得するために目指すべき
目標の設定と進捗状況の開示をすることが要諦

開示チェックリスト ＞ 指標と目標（2/2）

出所： TCFD「最終報告書」及び「改訂版付録文書」、IFRS 「IFRS S2号 気候関連開示」、SEC 「気候関連情報開示規則案」 等

開示のポイント

c) リスク・機会の
目標と実績

• スコープ1およびスコープ2のGHG排出量に関する目標が開示されているか

• スコープ3のGHG排出量に関する目標が開示されているか

• 移行リスクに脆弱な資産または事業活動に関する目標が開示されているか

• 物理的リスクに脆弱な資産または事業活動に関する目標が開示されているか

• 気候関連の機会と整合した収益資産、またはその他の事業活動に関する目標が開示されているか

• 気候関連のリスクと機会に向けて配分された設備投資、ファイナンス、または投資の額に関する目標が
開示されているか

• 脱炭素に向けた移行計画及びその他指標に対応した目標が定量的に説明されているか
（時間軸、基準年等を含む）

• 中間目標が記載されているか

• 事業分野別に、目標が記載されているか*

• 目標達成に向けた進捗状況の報告が行われているか

• 目標に対する進捗状況や、外部環境の変化に応じて、目標の見直しを定期的に行っているか

• 設定された目標が、国際協定やイニシアティブ等で定義されている脱炭素パスと整合しているか

• カーボン・オフセットを使用する企業は、カーボン・オフセットの使用量を説明しているか**

• カーボン・オフセットは、第三者によるオフセット検証又は認証を得ているか**

• カーボン・オフセットの種類に対する記載があるか**

c-1

c-2

c-3

c-6

c-4

c-5

c-7

c-8

c-14

c-9

c-10

c-11

c-12

c-13

c-15

*多事業を取り扱う会社のみ適用する

**カーボン・オフセットを利用する企業のみ適用する

★：次頁で事例紹介

ガバナンス 戦略 リスク管理 指標と目標



CO2排出削減に係る取組状況を業績株式報酬におけるKPIとして設定している旨を開示
開示チェックリスト ＞ 指標と目標 ＞ 企業事例（株式会社セブン&アンドアイHD）

気候変動対策と結びついている役
員報酬の割合を開示しているか

a-7

出所：株式会社セブン＆アイ・ホールディングス「経営レポート2023」

ガバナンス 戦略 リスク管理 指標と目標



GHG排出量においてはスコープ毎に経年で開示しており、加えて算出方法についても開示
開示チェックリスト ＞ 指標と目標 ＞ 企業事例（株式会社セブン&アンドアイHD）

GHG排出量に関して、経年で説
明がされているか

b-5

b-4

出所：株式会社セブン＆アイ・ホールディングス「サステナビリティデータブック 2022」

GHG排出量に関して、算出方法を説明
しているか

ガバナンス 戦略 リスク管理 指標と目標



指標と目標については、スコープ1-3やその他事業と関連の深い指標に係る目標を中間目
標とあわせて設定・開示

開示チェックリスト ＞ 指標と目標 ＞ 企業事例（株式会社セブン&アンドアイHD）

スコープ1およびスコープ2のGHG
排出量に関する目標が開示され
ているか

c-1

スコープ3のGHG排出量に関する
目標が開示されているか

c-2

出所：株式会社セブン＆アイ・ホールディングス「TCFD提言に基づく対応」

中間目標が記載されているか

c-8

ガバナンス 戦略 リスク管理 指標と目標



シナリオ分析実施レクチャー

気候関連財務情報開示を企業の経営戦略に活かすための勉強会

第１回 TCFD の概況

2023年10月6日



TCFDガイドラインでは、シナリオ分析を実施する体制の整備から開示至るまで6つのステッ
プで定義

TCFDガイドラインによるシナリオ分析の実施ステップ

TCFD Supplementより和訳 （各ステップの検討ポイントのみ追記）

ガバナンス整備
1

戦略策定やリスク管理プロセスにシナリオ分析を組み込む。関連する取締役会等の監視を行う。
巻き込むべき内外のステークホルダーと巻き込み方を特定する

2

リスク重要度の評価

3

シナリオ群の定義

4

事業インパクト評価

5

対応策の定義

市場変化・
技術変化

評判

政策と法律
物理的
リスク

組織に関連する
移行リスク・物理的
リスクを包含した
複数のシナリオ

事業インパクト：
• 投入コスト
• 事業コスト
• 収益
• サプライチェーン
• 営業停止
• タイミング

対応策：
• ビジネスモデル変革
• ポートフォリオ変革
• 能力や技術への投資

現在および将来に想定される、
組織が直面する気候変動リスクと

機会は何か？それらは将来に
重要となる可能性があるか？

組織のステークホルダーは
関心を抱いているか？

いかなるシナリオと世界観が
組織にとって適切か？

入力変数と仮定、分析手法を
検討する、いかなるシナリオを

参照すべきか？

それぞれのシナリオが組織の
戦略的・財務的ポジションに

対して与えうる影響を評価する。
感度分析を行う

特定されたリスクと機会を
扱うために、適用可能で

現実的な選択肢を特定する。
戦略的・財務的な計画に

いかなる修正が求められるか？

文書化と情報開示
6 プロセスを文書化する。関連組織とコミュニケーションをとる。主要な入力変数、仮定、

分析手法、結果、とりうる経営上の選択肢について、情報開示する準備を整える

経営層・事業部の
巻き込み！

読み手目線での
情報開示！

!

!

業界・自社目線の
取捨選択！

将来の世界の
鮮明な認識！

数値の精度を
追求しすぎない！

複数シナリオへの
幅広な“構え”！

!!!!

出所：環境省「TCFDを活用した経営戦略立案のススメ〜気候関連リスク・機会を織り込むシナリオ分析実践ガイド 2022年度版〜」



アジェンダ

① ガバナンス整備

② リスク重要度の評価

③ シナリオ群の定義

④ 事業インパクト評価

⑤ 対応策の定義



シナリオ分析を始めるにあたり、経営陣にTCFD提言の意義を理解してもらうとともに、
関係部署を巻き込んでいくことが重要

①ガバナンス整備

経営陣の理解の獲得

経営陣にTCFD提言の
意義を理解してもらう

第一段階

経営層に気候変動を
どのようにインプット

していくか

ポイント

分析実施体制の構築

シナリオ分析実施の
体制を構築する

第二段階

各事業部はどのように
巻き込むか

ポイント

出所：環境省「TCFDを活用した経営戦略立案のススメ〜気候関連リスク・機会を織り込むシナリオ分析実践ガイド 2022年度版〜」



気候変動対応が企業経営において差し迫ったアジェンダであること、また対応に際して
シナリオ分析を含むTCFD提言に準じた開示を進めることの有効性を経営層にインプット

経営層への気候変動対応の訴求

ステークホルダーによる実際の要請状況等のインプット

経営層

投資家/
金融機関

▸ESG投資拡大

▸事業の脱炭素
化要請

▸情報開示要請

顧客

▸製品・サービスの
脱炭素化要請

▸情報開示要請

同業他社

▸事業活動の脱
炭素化

▸脱炭素製品・
サービスの開発・
上市

NPO/
NGO

▸事業の脱炭素
化要請

▸情報開示要請

・・・

・・・

事業部A 事業部B IR

サステナビリティ・
環境

担当部署 経営企画

・・・

▸ 経営層の耳に直接入らない、ステークホルダーによる実際の
要請状況等を社内で取りまとめ、経営層にインプット

気候変動に係る動向のインプット

インプット

取りまとめ 取りまとめ

▸ 気候変動を巡る世の中の動向や、気候変動対応の必要性、
シナリオ分析の有用性等をTCFD実践ガイド等の文献や
レポートを用いて経営層にインプット

▸ 有識者による勉強会等への参加も一案
*本勉強会第3回（10/30（月））は経営層を対象とし開催予定



▸各関係部署への協力指示

▸シナリオ分析状況の監督

▸分析結果の承認

▸分析結果の経営戦略への
反映

▸財務・経理情報の提供
▸投資家フィードバック等を

踏まえた助言・情報提供

▸シナリオ分析各ステップでの
レビュー・ディスカッション

▸分析結果の事業計画への
反映

▸経営計画・目標の進捗状
況等の情報提供

▸分析結果の経営戦略への
反映

シナリオ分析を単なる開示要請への応答に留めないためには、経営層を含む多くの社内関
係者を巻き込んでいく必要がある

シナリオ分析実施体制の構築

サステナビリティ・環境
担当部署

経営企画

▸シナリオ分析の旗振り

▸情報提供依頼

▸分析結果の報告

リスク評価 インパクト評価シナリオ群 対応策

IR 経理・財務

事業部

経営層

リスク評価 インパクト評価シナリオ群 対応策 リスク評価 インパクト評価シナリオ群 対応策

リスク評価 インパクト評価シナリオ群 対応策



実ビジネスの推進に活きる検討であることを示すことや経営層からのコミットメントを活用す
ることに加え、日々の情報発信で気候変動対応への必要性を認知いただくことが有効

事業部をどのように巻き込むか

経営層のコミットメントを活用
◼ 事業部に対しては、「外部データを基に検討した結果を経営会議に上げるため、事業部として直すべきところがあ

れば修正をお願いします」という風にコミュニケーションをとっている。

◼ 経営層がコミットしているという後ろ盾があるからこそ、推進力をもって巻き込み可能である。

◼ 全社で掲げる削減目標を軸としながら、関係部署やサステナビリティ推進の関係役員、会議体を巻き込んでいる。

◼ 気候変動以外の問題が多くあり、それらの対応の方が先ではという意見がでてくる可能性もあるが、企業として求
められている以上、気候変動対策は重点的に取り組む必要があることを強調している。

◼ 経営層が気候変動対策を優先課題と位置付けていることで、事業部からも企業の重要課題としての納得感が
得られる。

◼ 各事業部の直接的な排出量だけではなく、商品貢献や調達等を通して全社としてのCO2排出量の削減に貢献
可能なことに焦点を当て、各事業部の参画を深めるのが良いと考える。

◼ 各事業は繋がっているため、各事業部が実施可能な打ち手を検討することで、やる気になってもらうことが可能であ
る。環境対策にとどまらず、ビジネスとして何をするかを示すことが重要である。

各事業内容に沿ったストーリーを検討

◼ TCFD提言について提言が始まった段階から社内で情報を流し、認知が進んでいたことから、社内での抵抗感は
なかった。

◼ シナリオ分析を進める際にも、各事業部からすぐにシナリオ分析チームに人を割り振ってくれた。

社内での情報発信を強化

出所：環境省「TCFDを活用した経営戦略立案のススメ〜気候関連リスク・機会を織り込むシナリオ分析実践ガイド 2022年度版〜」
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リスク・機会項目を列挙のうえ、項目ごとの事業インパクトの定性表現、及び重要度の評
価を実施

②リスク重要度の評価

リスク項目の列挙

対象となる事業に関する
リスク・機会項目を列挙する

第一段階

事業インパクトの定性化

列挙されたリスク・機会項目につ
いて、起こりうる事業インパクトを

定性的に表現していく

第二段階

リスク重要度の決定

リスクが起こった場合の
事業インパクトの大きさを軸に、

リスク重要度を決定する

第三段階

出所：環境省「TCFDを活用した経営戦略立案のススメ〜気候関連リスク・機会を織り込むシナリオ分析実践ガイド 2022年度版〜」



リスク・機会は「全企業共通」「セクター共通」「自社特有」の3種類に分類可。順を追って
分析を進めることで網羅的にリスク・機会を特定

リスク・機会の種類

全企業共通
ー

（次頁例参照）

セクター共通

自社特有

▸セクター別レポート/ガイダンスや、同業他社による開示情報を参照し、
自社の属するセクターが影響を受けるリスク・機会を特定

リスク・機会の種類 特定アプローチ

▸各種フレームワーク等の活用により、自社特徴や既存戦略を
分析することで、自社特有のリスク・機会を特定

分析における視点（サプライ/バリューチェーンごとに分析を行う例）：

▸ 技術（開発）：同業他社が有していない技術を有しているか/今後開発を進める予定はあるか

▸ 調達：調達先国・地域/調達物に同業他社にない特徴はあるか

▸ 製造：製造工程/国・地域に同業他社にない特徴はあるか

▸ 販売：販売先顧客、販売先の国・地域に同業他社にない特徴はあるか 等



電動化の進展に係る項目を筆頭とした「セクター共通」のリスク・機会に加え、主要市場・
商品ポートフォリオ等に応じて「自社特有」のリスク・機会が特定

リスク・機会の例（自動車部品メーカーの例）

リスク

▸ 炭素税の導入によるコスト増加

▸ 再エネ導入による光熱費の
増加*1

▸ 省エネ設備の導入による
光熱費の低減

▸ 再エネ導入による光熱費の
低下*1

▸ 自社拠点の被災による
操業停止・制限

▸ 平均気温の上昇による
光熱費の増加

▸ 燃費・排ガス規制の強化による
内燃機関製品の売上減少

▸ 車両の電動化への対応の遅れ
による機会損失

・・・

▸ 車両の電動化の進展に伴う
関連部品の需要拡大

▸ 生産プロセスの改善による
エネルギーコストの削減

・・・

▸ サプライチェーンの寸断による
生産能力の低下

・・・

▸ 国境炭素税による製品の価格
競争力の低下
（自動車部品メーカー A社）

▸ 環境配慮型材料への切り変え
による原材料コストの増加
（自動車部品メーカー C社）

▸ 水素エネルギー需要の拡大に
伴う関連技術の売上増加
（自動車部品メーカーD社）

▸ 保有技術を活用した農業分野
への展開
（自動車部品メーカー A社）

▸ 水不足による生産能力の低下
（自動車部品メーカー E社）

全企業共通

セクター共通

自社特有

移行 物理
機会

販売(国・地域)

販売(顧客)

技術

技術

*1 再エネについては導入スキームにより、光熱費の増加/低下いずれも生じる可能性あり

製造(工程/国・地域)
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複数シナリオを選択のうえ、リスク・機会項目に関連するパラメータ（変数）をシナリオごと
に収集することで影響を具体化。また（必要に応じ）世界観を描写

③シナリオ群の定義

シナリオの選択

2℃以下（1.5℃）の
シナリオを含む、

複数の温度帯のシナリオを
選択していく

第一段階

関連パラメータの
将来情報の入手

リスク・機会項目に関する
パラメータの客観的な将来情報
を入手し、自社に対する影響を

より具体化する

第二段階

ステークホルダーを意識した
世界観の整理

（必要であれば）将来情報を
基に、将来のステークホルダーの
行動など自社を取り巻く世界観を
鮮明化し、社外の視点も取り入れ

社内で合意形成を図る

第三段階

出所：環境省「TCFDを活用した経営戦略立案のススメ〜気候関連リスク・機会を織り込むシナリオ分析実践ガイド 2022年度版〜」



脱炭素に係る取組が停滞・気温上昇が継続する「4℃シナリオ」と、
脱炭素に向けた変革が進展する「1.5/2℃シナリオ」を選定することが一般的

選定するシナリオの温度帯

出所： IPCC “AR6”

世界の平均地上気温変化（産業革命時期との差）

1.5/2℃
シナリオ

※2015年パリ協定での国際合意は「2℃、できれば1.5℃」。
※COP26の合意文書は「1・5度に抑える努力を追求する」

選択する温度帯

4℃
シナリオ

• 風水害等自然災害の激甚化
• 水や化石燃料などの資源枯渇
• 温度上昇に伴う植生の変化

経済発展を優先し、世界の温度上昇と
その影響が悪化し続けるシナリオ

• 炭素税等環境関連規制強化
• 再エネ・省エネ技術の普及拡大
• Z世代を中心としたエシカル消費の拡大

社会全体が脱炭素に向けて変革を遂げ、
温度上昇の抑制に成功するシナリオ

（℃）

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0
（中央値）

（中央値）

（中央値）
厳しい対策をとれば、
産業革命時期比で
1.0～2.4℃上昇

現状を上回る対策をとらな
ければ産業革命時期比で

3.3～5.7℃上昇

（年）2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100



「4℃」「1.5/2℃」という両極のシナリオに備えた検討をすることにより、現実の世界がどの
水準に収まろうと盤石な経営が可能に

両極のシナリオを選択する意義

時間軸

不確実性が高い

気候変動の未来が
どこに着地するかは

未だ分からない

両極端に備えておくことで、
現実の世界がどの水準に収まろうと

自社の経営が盤石になる
現実の世界

将来の社会 企業に求められる備え

1.5/2℃シナリオ
脱炭素が極端に進行する世界

4℃シナリオ
自然災害が極端に激甚化する世界

気温
上昇幅

高

低

脱炭素
トレンド

低

高



「移行」に係るシナリオではIEAを、「物理」に係るシナリオではIPCCを参照することが
一般的

温度帯別の参照シナリオ

出所：IEA “World Energy Outlook 2022”, IPCC “AR6”

4℃
シナリオ

1.5℃
シナリオ

2℃
シナリオ

IEA: 
International Energy Agency

（国際エネルギー機関）

主に移行リスク・機会分析時に参照 主に物理リスク・機会分析時に参照

IPCC: 
Intergovernmental Panel on Climate Change

（気候変動に関する政府間パネル）

STEPS: Stated Policies Scenario

• 2100年時点の気温上昇は＋2.5℃

• NDCや長期ネットゼロ目標を含む、各国政府の気候変動関連の
公約に基づいたシナリオ

• 公約のうち、具体的な政策・資金・手段等によって裏付けられたも
ののみ達成されると仮定。企業のサステナビリティに関するコミット
メントの実施状況も反映されている

APS: Announced Pledge Scenario

•2100年時点の気温上昇は＋1.7℃

•NDCや長期ネットゼロ目標を含む、各国政府の気候変動関連の公
約が完全かつ期限内に達成されることが想定されたシナリオ

NZE: Net Zero Emissions by 2050

•2100年時点の気温上昇は＋1.4℃

•2050年までにネット・ゼロを達成することを想定したシナリオ

•先進国では他シナリオに先立ちネットゼロが達成され、また、SDGsに
おける目標である、普遍的なエネルギーアクセスを2030年までに達
成することも満たす

SSP5-8.5/SSP3-7.9

• SSP5-8.5は化石燃料依存型の発展の下で、気候政策が導入しな
い最大排出量シナリオ。

• SSP3-7.9は地域対立的な発展の下で気候政策が導入しない中
～高位排出シナリオ

• 2100年時点の気温上昇はSSP5-8.5では、+4.4℃（+3.3-
5.7℃）、SSP3-7.9では、＋3.6℃（+2.8〜4.6℃）

SSP1-1.9

• 2100年時点の気温上昇は、将来あり得ると考えられる下限値で
ある、 +1.4℃（+1.0〜1.8℃）

• 持続可能な発展の下で、気温上昇を1.5℃以下に抑える気候政
策が導入され、21世紀半ばにネットゼロ達成が見込まれるシナリオ

SSP1-2.6

• 2100年時点の気温上昇は+1.8℃（+1.3〜2.4℃）

• 持続可能な発展の下で、気温上昇を2.0℃未満に抑える気候政
策が導入され、21世紀後半にネットゼロ達成が見込まれるシナリオ
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P/LやB/Sへのインパクトを整理したうえで、リスク・機会項目ごとの財務インパクトを試算。
個々のインパクトを積み上げることで、成行の財務状況とのギャップを把握

④事業インパクト評価

リスク・機会が影響を及ぼす
財務項目を把握

気候変動がもたらす事業インパク
トが自社のP/LやB/Sのうち、
どの財務項目に影響を及ぼすかを

整理する

第一段階

算定式の検討と
財務的影響の試算

試算可能なリスク・機会に関して
算定式を検討し、内部情報を
踏まえて財務的影響を試算する

第二段階

成行の財務項目との
ギャップを把握

試算結果を基に、将来の事業
展望にどの程度のインパクトを

もたらすかを把握する

第三段階

出所：環境省「TCFDを活用した経営戦略立案のススメ〜気候関連リスク・機会を織り込むシナリオ分析実践ガイド 2022年度版〜」



リスク・機会項目ごとに、財務インパクトを算定するための算定式を構築し、算定に必要な
パラメーター情報を収集

算定式の検討

リスク・機会 算定式
パラメーター（社会変化/自社振舞*1）

1.5℃/対策あり 4℃/対策なし 出所

炭素税導入による
コスト増加

’30年のScope1,2排出量[t-CO2/年] 100,000 [t-CO2]

19,600[円/t-CO2]炭素価格[円/t-CO2] 0[円/t-CO2]

自社排出実績/
削減計画

IEA ”World Energy 
Outlook 2022”

再エネ導入による
コスト増加

‘30年の再エネ電力調達量[kWh/年]

再エネ調達価格[円/kWh]

500,000[kWh/年] 0 [kWh/年] 自社再エネ導入計画

0.4[円/kWh]
*非化石証書の調達を想定

ー 資源エネルギー庁

30,000[t-CO2]

1,000,000[円/年]
車両の電動化の進展

に伴う関連部品の
需要拡大

’23年の電動化関連部品の売上額[円]

’23年→’30年’の
EV新車販売台数増加率[%]

5.1 [倍] 2.6[倍]

自社売上実績

IEA “Global EV 
outlook 2023”

・
・
・

・
・
・

*1 自社振舞（対策あり/なし）の詳しい考え方については、第2回勉強会以降にて解説予定



「気候変動シナリオ（1.5/2℃・4℃）」と「対策あり・なし」ごとに仮定を置き、それぞれの
仮定に沿ったパラメータを使用し算定を実施

財務インパクト試算の例

1.5℃/2℃ 4℃

対策なし
• ‘30年時点の成り行きのScope1,2排出量 100,000

t-CO2/年に対し、19,600円/t-CO2（=140USD/t-
CO2, NZEシナリオ）が賦課されると仮定

• 炭素税の課税はないものと仮定

対策あり

• ‘30年時点において自社の削減目標を達成した場合の
Scope1,2排出量 30,000 t-CO2/年に対し、19,600
円/t-CO2（=140USD/t-CO2, NZEシナリオ）が賦課され
ると仮定

A B

Scope1,2に係る炭素税の
導入によるコスト増加

=

2030年の
Scope1,2排出量

[t-CO2/年]
×

炭素価格
[円/t-CO2]

自社データ
対策なし :100,000 t-CO2
対策あり :30,000 t-CO2

IEA
1.5/2℃ : 19,600 円/t-CO2
4℃ : 0 円/t-CO2

1.5/2℃ 4℃

対策なし ▲ 1,960 0

対策あり ▲ 588 0

算
定
の
考
え
方

算
定
式

算
定
結
果

※ 1USD = 140円

(百万円)
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リスク・機会に係る自社の対応状況を把握したうえで、対応策の具体化、及び実行に向け
た社内体制を構築

⑤対応策の定義

自社のリスク・機会に関する
対応状況の把握

事業インパクトの大きいリスク・機会
について、自社の対応状況を把握。

必要であれば競合他社の
対応状況も確認

リスク対応・機会獲得のための
今後の対応策の検討

事業インパクトの大きい
リスク・機会について、
対応策を具体化

社内体制の構築と具体的アクション、
シナリオ分析の進め方の検討

対応策を推進するために必要となる
社内体制を構築し、関連部署と
ともに具体的アクションに着手。

シナリオ分析の今後の進め方を検討

第一段階 第二段階 第三段階

出所：環境省「TCFDを活用した経営戦略立案のススメ〜気候関連リスク・機会を織り込むシナリオ分析実践ガイド 2022年度版〜」



リスク・機会項目に対する自社の対応状況を確認するとともに、競合他社の対応策との比
較等を通じて、妥当性の検証、及び追加対応の必要要否を検討

自社のリスク・機会に関する対応状況の把握

比較分析

リスク・機会項目 自社の対応状況
競合他社の対応策

X社 Y社
重要度

炭素税による
コスト増

電動化の
進展による
関連製品の
需要拡大

政策

市場

▸再エネへの転換

・・・・・・・・・

▸高効率設備への更新

・・・

▸再エネ自家発電設備の
導入

▸生産プロセスの変更による
エネルギー効率化

・・・

▸電動化製品の軽量化に
かかる技術開発の強化

大

大

中

・・・

物理
(急性)

風水害による
サプライ
チェーンの
寸断

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

▸電動ユニット工場の新設
による生産能力拡大

▸電動化製品の省エネ化
に係る技術開発の強化

▸サプライヤーの複数社化
▸調達物流のBCP強化

▸サプライヤーへのBCP強化
要請

ー(未対応)

競合他社の対応策を参考に、自社の対応
策を検討

競合他社の対応策と比較し、自社の対応策
の妥当性の検証、追加の対応策の検討



追加対応が必要となる場合は、リスク・機会を「蓋然性」「インパクト」の2軸で評価し、
具体化に向けた検討の優先順位を付与

（参考）「蓋然性」「インパクト」の評価基準と対応策実行方針の振分け

インパクト大〜中

蓋然性
大〜中

インパクト小

早急に着手
早急に対策を開始し、

リスクの最小化・機会最大化を図る

段階的に着手
現実になる可能性が高く対策は必須だが、

インパクトが大きくないため
優先度が低い

様子見
社会の情勢を見極め、現実となる
可能性が高まれば早急に着手

何もしない
特段の対策をとる必要がない、
もしくは対策の取りようがない

蓋然性
小〜極小



開示事例紹介・
パネルディスカッション

気候関連財務情報開示を企業の経営戦略に活かすための勉強会

第１回 TCFD の概況

2023年10月6日



ご登壇企業のご紹介

ESGファイナンス・アワード・ジャパンとは
脱炭素社会、持続可能な社会の実現に向けた動きが世界的に加速しています。特に、金融業界において、気候変

動リスク等を含むESG要素を考慮した投融資がスタンダードになりつつあり、ESG金融が拡大しています。我が国において
も、この世界的な動きに遅れを取ることなく、ESG金融を拡大させることが必要です。
そこで、環境省では、ESG金融または環境・社会事業に積極的に取り組み、インパクトを与えた機関投資家、金融機

関、仲介業者、企業等について、その先進的取組等を表彰し、広く社会で共有し、ESG金融の普及・拡大につなげるこ
とを目的として、令和元年度より環境大臣が表彰するESGファイナンス・アワード・ジャパン（以下、「本アワード」とい
う。）を実施しています。

第５回（令和５年度）ESGファイナンス・アワード・ジャパン環境サステナブル企業部門 募集について
募集期間 ：令和５年９月８日（金）〜 同年10月27日（金）17:00
対象 ：全上場企業（上場先は国内外を問いません）または

一定規模以上（直近年度売上高60億円以上及び期末従業員数250人以上を目安とします）の非上場企業
URL ：https://www.env.go.jp/policy/award.kigyobumon.html

環境省 第4回 ESGファイナンス・アワード・ジャパン
環境サステナブル企業部門 金賞

https://www.env.go.jp/policy/award.kigyobumon.html


アンケートと次回告知

アンケート
アンケートへのご回答をお願いいたします。
Teams Liveのアナウンス機能でもURLを送付しております。Live画面のポップ
アップをご確認頂き、そちらからご回答頂くことが可能です。
https://forms.office.com/e/A2SuMQBEfg

次回勉強会のご案内
【第２回 TCFDシナリオ分析の実践】
日時 ：2023年10月17日（火） 13:00〜16:30
開催方法 ：オンライン
応募リンク ：https://forms.office.com/e/x5zKMQ54G3

https://forms.office.com/e/A2SuMQBEfg
https://forms.office.com/e/x5zKMQ54G3

